
重
度
心
身
障
害
児
（
者
）

医
療
費
受
給
者
証
の
更
新
手
続
き

現
在
お
持
ち
の
受
給
者
証
は
7
月
31

日
（
土
）
で
期
限
が
切
れ
ま
す
。
8
月
以

降
の
新
し
い
受
給
者
証
を
お
渡
し
す
る
の

で
、
更
新
手
続
き
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

な
お
、
該
当
者
に
は
事
前
に
案
内
と
申
請

用
紙
を
送
付
し
ま
す
。

●
更
新
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
申
請
書

・
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
証

・
現
在
お
持
ち
の
受
給
者
証

・
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
、
運
転
免
許
証
な
ど
）

・
障
害
の
程
度
が
確
認
で
き
る
も
の
（
身

体
障
害
者
手
帳
な
ど
）

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

　
国
民
年
金

◆
◆
◆

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
　
　

困
難
な
と
き
は

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場

合
、
保
険
料
の
納
付
が
「
免
除
」
ま
た
は

「
猶
予
」
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
将

来
の
年
金
受
給
権
の
確
保
だ
け
で
な
く
、

万
一
の
事
故
な
ど
に
よ
り
障
害
を
負
っ
た

と
き
の
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
を
確

保
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
令
和
3
年
度
（
２
０
２
1
年
度
）
の
申

請
書
の
受
付
開
始
日
／
7
月
1
日（
木
）

※
申
請
・
審
査
対
象
期
間
は
、
令
和
3
年

（
2
0
2
1
年
）
7
月
か
ら
令
和
4
年

（
2
0
2
2
年
）
6
月
で
す
。

※
令
和
2
年
度
（
2
0
2
0
年
度
）
以

前
の
国
民
年
金
保
険
料
未
納
期
間
に
つ

い
て
も
、
申
請
日
か
ら
2
年
1
カ
月
前

の
月
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
免
除
申
請
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
申
請
書
提
出
先

・
住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）・
や
す
ら
ぎ
福

祉
課
（
金
屋
庁
舎
）・
清
水
行
政
局
住

民
福
祉
室
・
各
出
張
所

・
和
歌
山
西
年
金
事
務
所
（
郵
送
可
）

●
申
請
に
必
要
な
も
の

・
国
民
年
金
手
帳

・
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
、
運
転
免
許
証
な
ど
）

・
離
職
票
（
失
業
な
ど
を
理
由
と
し
て
申

請
す
る
場
合
）

●
免
除
・
猶
予
の
審
査

免
除
の
場
合
は
、
本
人
・
配
偶
者
・
世

帯
主
の
前
年
所
得
、
猶
予
の
場
合
は
、
本

人
・
配
偶
者
の
前
年
所
得
に
よ
り
審
査
さ

れ
ま
す
。

●
保
険
料
の
追
納

免
除
な
ど
の
承
認
を
受
け
た
各
月
か
ら

10
年
以
内
で
あ
れ
ば
申
し
出
に
よ
り
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
追
納
す
る
対
象
期
間
の
翌
年

度
か
ら
起
算
し
て
３
年
度
目
以
降
は
、
当

時
の
保
険
料
に
経
過
期
間
に
応
じ
た
金
額

が
加
算
さ
れ
ま
す
。

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）・
和
歌
山
西
年

金
事
務
所　

☎
０
７
３
‐
４
４
７
‐

１
６
６
０

健 

康

◆
◆
◆

一
緒
に「
健
康
づ
く
り
」を
始
め
ま
せ
ん
か
？

令
和
3
年
度 

健
康
推
進
員
を
募
集

有
田
川
町
で
は
、
和
歌
山
県
健
康
推

進
員
養
成
事
業
を
受
け
、
令
和
3
年
度

（
2
0
2
1
年
度
）
健
康
推
進
員
養
成
講

座
を
実
施
し
ま
す
。
健
康
づ
く
り
の
基
礎

知
識
を
学
び
、
一
緒
に
楽
し
く
活
動
を
始

め
ま
せ
ん
か
。

●
健
康
推
進
員
と
は
／
ご
自
身
や
家
族
、

地
域
住
民
へ
の
「
健
康
づ
く
り
」
に
関

す
る
啓
発
活
動
を
担
う
人
の
こ
と
を
い

い
ま
す
。

●
実
施
日
時
（
い
ず
れ
か
を
選
択
）

・
8
月
17
日
（
火
）
12
時
50
分
～
16
時
30
分

・
9
月
6
日
（
月
）
12
時
50
分
～
16
時
30
分

●
場
所
／
有
田
振
興
局
3
階
大
会
議
室

（
湯
浅
町
湯
浅
２
３
５
５
‐
１
）

●
受
講
料
／
無
料

●
定
員
／
15
人
（
先
着
順
）

●
申
込
受
付
期
間
／
7
月
21
日
（
水
）
ま
で

●
申
し
込
み
方
法
／
電
話

申
問

健
康
推
進
課
（
金
屋
庁
舎
）

お知らせお知らせ
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